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２０２３年 ５月１５日

（裏面に続く）

公益法人におけるその他の課税関係について概説する。

(ポイント)

○公益法人の印紙税、固定資産税等その他の税金における税制措置

１．印紙税の取扱い

印紙税は、印紙税法で定められている課税文書について課税される。公益社団・財団法人は公益目的事

業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではないことから、その作成する金銭または有価証

券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても営業に関しない受取書に該当することとなり、印

紙税は非課税となる。

印紙税の課税標準となる金額は原則として「消費税込」の金額とされているが、消費税額が「区分記載」さ

れている場合には、消費税抜の本体価格を課税標準とすることが認められている。
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３．添付書類

(1) 個人または法人が、特定公益増進法人に対する寄附金を所得控除または損金算入す

るためには「主たる目的である業務に関連する寄附金であることの証明書」等の保存や確

定申告書への添付等が必要となる。

(2) 個人が、一定の要件を満たす公益社団・財団法人等に対する寄附金を所得税額から控

除するためには、「公益社団法人等が一定の要件を満たすものであることの行政庁の証明

書の写し」等を公益社団法人等から交付を受け、確定申告書への添付等が必要となる。

本資料は、社団・財団法人向けの一般的な情報提供を目的としたものです。記載された意見や予測等は作成時点のもので
あり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。事前の了承なく複製または転送
等を行わないようお願いします。
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＜監事監査報告書＞
公益法人等の多くは3月決算で、決算業務も大詰めになっている法人も多いことと思われる。決算業務において

は、決算の確定後、計算関係書類、事業報告及びその附属明細書の作成がなされ、理事等の確認の上、監事が

監事監査を実施し、監査報告書を代表理事に提出される。

会計監査人が設置されていない法人における監事報告書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律施行規則に次に掲げる事項の内容を記載する必要があることが規定されている。

①監事の監査の方法及びその内容

➁計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るかどうかについての意見

③事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該一般社団法人の状況を正しく示しているかどうか

についての意見

④当該一般社団法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

があったときは、その事実

⑤監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

⑥追記情報

⑦監査報告を作成した日

このため、監事が上記の意見表明を行うに必要な手続きを実施し、意見を表明できる体制を維持していく必要

がある。

シリーズ：社団・財団法人の実務家のひとこと

（朝日税理士法人 公益法人チーム編集）
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